
市政の情報!
毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅

羽
村
市
障
害
者
計
画
及
び
第
４
期
羽
村
市
障
害

福
祉
計
画

　
障
害
者
基
本
法
に
基
づ
く
「
市
町
村
障
害
者
計
画
」
と
、
障

害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
「
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
」
の
二

つ
の
計
画
を
一
体
的
な
計
画
と
し
て
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
で
は
、
こ
れ
ま
で
羽
村
市
障
害
者
計
画
の
基
本

理
念
と
し
て
き
た
「
と
も
に
生
き
る
地
域
社
会
供
は
む
ら
僑
の

創
造
」
を
引
き
続
き
基
本
理
念
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
、
基
本
的

視
点
を
、
人
権
の
尊
重
、
自
己
決
定
の
尊
重
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
の
推
進
と
し
て
、
一
層
の
障

害
者
施
策
の
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

※
羽
村
市
障
害
者
計
画
及
び
第
４
期
羽
村
市
障
害
福
祉
計
画

は
、
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課
窓
口
・
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、

図
書
館
、
市
公
式
サ
イ
ト
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
合
せ
　
障
害
福
祉
課
障
害
福
祉
係
階
　172

羽
村
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
「
羽
村
市
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
事
業
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
計
画
に
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
の
教
育
・
保
育
お
よ
び
地
域

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
現
在
の
利
用
状
況
や
利
用
希
望

を
踏
ま
え
、
計
画
期
間
（
平
成
　
～
　
年
度
）
に
お
け
る
必
要

27

31

量
の
見
込
み
や
提
供
体
制
の
確
保
の
方
策
な
ど
を
定
め
ま
し
た
。

　
な
お
、「
羽
村
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
」
は
、

羽
村
市
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
の
後
継
計
画
と
し
て
策

定
し
て
い
ま
す
。
策
定
に
あ
た
り
、
今
ま
で
の
計
画
の
施
策
に

つ
い
て
は
ほ
か
の
関
連
計
画
と
の
整
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
羽
村
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
は
、
市
役
所
２
階

子
育
て
支
援
課
窓
口
・
１
階
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
図
書

館
、
市
公
式
サ
イ
ト
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課
階
　234

第
三
次
羽
村
市
防
犯
、
交
通
安
全
及
び
火
災
予

防
を
推
進
す
る
計
画

　
市
で
は
、
犯
罪
・
交
通
事
故
・
火
災
に
よ
る
被
害
の
な
い
、
誰

も
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
の
実
現
に
向
け
、
生

活
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
を
総
合
的
か
つ

計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、「
第
三
次
羽
村
市
防
犯
、
交
通
安

全
及
び
火
災
予
防
を
推
進
す
る
計
画
」（
計
画
期
間
…
平
成
　27

～
　
年
度
）
を
策
定
し
ま
し
た
。

29
　
こ
の
計
画
は
、「
羽
村
市
防
犯
、
交
通
安
全
及
び
火
災
予
防

に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
策
定
す
る
計
画
で
あ
る
と
同
時

に
、
羽
村
市
長
期
総
合
計
画
が
目
指
す
「
誰
も
が
安
全
で
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
の
実
現
」
を
目
標
と
し
、
生
活
の
安
全
の

確
保
に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
計
画

で
す
。

　
羽
村
市
に
お
け
る
犯
罪
・
交
通
事
故
・
火
災
の
発
生
状
況
の

推
移
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、
施
策
の
展
開
に
つ
い
て
、
市
・
市
民
・
事
業
者
・
土

地
等
管
理
者
の
具
体
的
な
取
組
み
の
内
容
を
定
め
ま
し
た
。

※
第
三
次
羽
村
市
防
犯
、
交
通
安
全
及
び
火
災
予
防
を
推
進

す
る
計
画
は
、
市
役
所
２
階
防
災
安
全
課
窓
口
・
１
階
市
政

情
報
コ
ー
ナ
ー
、
図
書
館
、
市
公
式
サ
イ
ト
で
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

問
合
せ
　
防
災
安
全
課
交
通
・
防
犯
係
階
　216

健
康
増
進
計
画
「
健
康
は
む
ら
　
（
第
二
次
）
」

21

　「
健
康
は
む
ら
　
」
は
、
健
康
増
進
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

21

「
す
べ
て
の
市
民
が
生
涯
に
わ
た
り
健
康
で
明
る
く
元
気
で
生

活
で
き
る
地
域
社
会
」
の
実
現
を
目
指
し
策
定
し
ま
し
た
。

　
今
回
策
定
し
た
「
健
康
は
む
ら
　
（
第
二
次
）」
で
は
、
健

21

康
寿
命
の
延
伸
を
目
指
し
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
主
体
的
な

取
組
み
や
、
地
域
や
関
係
機
関
と
協
働
し
支
援
す
る
体
制
を

整
え
る
こ
と
を
柱
と
し
、
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

※
健
康
増
進
計
画
「
健
康
は
む
ら
　
（
第
二
次
）」
は
、
保
健

21

セ
ン
タ
ー
窓
口
、
市
役
所
１
階
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
図
書

館
、
市
公
式
サ
イ
ト
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
合
せ
　
保
健
セ
ン
タ
ー
緯
５
５
５－

１
１
１
１
階
　624
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介護保険料が決まりました
　第1号被保険者(65歳以上）の介護保険料は、保険者である羽村市が3年ごとに策定する事
業計画に基づき定めています。
　第6期計画（平成27～29年度）における介護保険料の基準額は54,000円（月額4,500円）
で、第5期の48,000円（月額4,000円）から上昇しています。（参考：厚生労働省試算の第6
期全国平均月額5,550円と比較すると月額1,050円低額です。）
　主な上昇の要因は、高齢者人口の増加（平成26年度12,940人→平成29年度13,965人、8％
増）、要介護認定者の増加（平成26年度1,807人→平成29年度2,237人、24％増）、介護保険
サービス給付費の増加（第5期76億円→第6期94億円、24％増）、第1号被保険者の保険料の
負担割合の改正（21％→22％）などです。
　なお、各所得段階別の保険料は、下表のとおりです。
問合せ　高齢福祉介護課介護保険係階142

保険料（年額）計算方法所得段階区分

27,000円
基準額
×0.50

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、市民税非課税世帯の方
・市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額
　の合計が80万円以下の方

第1段階

32,400円
基準額
×0.60

市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が120万円以下の方

第2段階

37,800円
基準額
×0.70

市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が120万円を超える方

第3段階

48,600円
基準額
×0.90

世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税で、
前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下の方

第4段階

54,000円基準額
世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税で、
前年の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円を超える方

第5段階

64,800円
基準額
×1.20

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方第6段階

70,200円
基準額
×1.30

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上の方第7段階

81,000円
基準額
×1.50

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上の方第8段階

91,800円
基準額
×1.70

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方第9段階

97,200円
基準額
×1.80

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方第10段階

102,600円
基準額
×1.90

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方第11段階

108,000円
基準額
×2.00

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方第12段階

113,400円
基準額
×2.10

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方第13段階

　
市
で
は
、
老
人
福
祉
法
と
介
護
保
険
法
に
基

づ
き
、「
高
齢
者
福
祉
計
画
」
と
「
介
護
保
険
事

業
計
画
」
の
二
つ
の
計
画
を
一
体
的
な
計
画
と

し
て
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
で
は
、
高
齢
の
方
の
社
会
参
加
や

生
き
が
い
づ
く
り
を
促
進
し
、「
生
涯
現
役
社

会
」
を
目
指
す
と
と
も
に
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
を
推
進
し
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心

し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
、
基
本
理
念
に
つ
い

て
は
、
第
５
期
計
画
を
継
承
し
、「
自
立
と
尊
厳

の
保
持
」「
健
康
で
生
き
が
い
を
も
て
る
〈
生
涯

現
役
社
会
〉
の
実
現
」「
と
も
に
助
け
あ
い
支
え

あ
う
ま
ち
の
実
現
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
実
現
に
向
け
、「
生
涯
現
役
に
向
け
た

環
境
づ
く
り
」「
地
域
に
お
け
る
総
合
的
な
支
援

体
制
づ
く
り
」「
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

環
境
づ
く
り
」「
介
護
保
険
制
度
の
適
切
な
運

用
」
の
四
つ
を
基
本
目
標
と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
施
策
の
体
系
と
展
開
に
つ
い
て
、
市

の
現
状
と
課
題
の
分
析
を
行
い
、
計
画
を
推
進
す

る
た
め
の
具
体
的
な
取
組
み
を
ま
と
め
ま
し
た
。

※
「
羽
村
市
高
齢
者
福
祉
計
画
及
び
第
６
期
介

護
保
険
事
業
計
画
」
は
、
市
役
所
１
階
高
齢

福
祉
介
護
課
窓
口
・
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、

図
書
館
、
市
公
式
サ
イ
ト
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

問
合
せ
　
高
齢
福
祉
介
護
課
高
齢
福
祉
係
階
　175

※市では、介護給付費等準備基金を取り崩して保険料上昇を抑制し、所得段階区分の見直しや負担能力に

応じた、きめ細やかな設定としました。

※第6期から市民税非課税世帯（第1、第2、第3段階）の方については、国の施策により軽減対策が講

じられます。平成27年度からは、第1段階の方を対象に、平成29年度からは消費税が10％に引き上

げられた時に第2、第3段階に軽減対策の対象が拡大され、保険料は表の金額より低額となる予定です。

   羽
村
市
高
齢
者
福
祉
計
画
及
び
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
・
介
護
保
険
料
の
改
定

 問合せは羽村市役所（緯555-1111）または各施設へ 
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動
物
を
飼
う
こ
と
…

　
法
律
な
ど
で
、
次
の
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
動
物
を
飼
う
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う

一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

 最
期
ま
で
面
倒
み
ら
れ
ま
す
か
？
 

　
飼
う
動
物
の
習
性
や
生
理
を
よ
く
理
解
し
、
愛
情
を
も
っ

て
最
期
ま
で
面
倒
を
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 不
妊
・
去
勢
の
こ
と
理
解
し
て
い
ま
す
か
？
 

　
繁
殖
し
た
動
物
を
自
ら
の
責
任
で
飼
養
ま
た
は
譲
渡
で
き

な
い
と
き
は
、
不
妊
・
去
勢
手
術
な
ど
の
繁
殖
制
限
に
関
す
る

適
切
な
措
置
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 身
元
表
示
を
し
て
い
ま
す
か
？
 

　
飼
い
主
の
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
迷
子
に
な
っ
た

動
物
の
発
見
を
容
易
に
す
る
た
め
に
も
、
犬
に
は
鑑
札
・
狂
犬

病
予
防
注
射
済
票
を
装
着
し
、
猫
や
そ
の
ほ
か
の
動
物
に
は

名
札
な
ど
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

 リ
ー
ド
で
つ
な
い
で
い
ま
す
か
？
 

　
犬
を
散
歩
を
さ
せ
る
と
き
は
、
リ
ー
ド
（
引
き
綱
）
で
き

ち
ん
と
つ
な
ぎ
ま
し
ょ
う
。

 ふ
ん
や
オ
シ
ッ
コ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
 

　
散
歩
に
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
で
水
を
携
帯
し
、
オ
シ
ッ

コ
を
し
た
と
き
は
水
で
流
し
ま
し
ょ
う
。

　
市
の
条
例
に
よ
り
、
犬
の
ふ
ん
の
持
ち
帰
り
を
義
務
化
し

て
い
ま
す
。
違
反
し
た
場
合
、
５
０
０
０
円
の
過
料
に
処
さ

れ
ま
す
。

 罰
則
が
あ
る
こ
と
知
っ
て
い
ま
す
か
？
 

　
犬
の
登
録
・
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
申
請
を
し
な
い

と
き
、
犬
の
鑑
札
・
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
を
着
け
な
い
と
き

は
、　

万
円
以
下
の
罰
金
と
な
り
ま
す
。
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猿集合注射日程（雨天実施）

受付時間所在地会　場期日

午前9時30分～10時10分羽東3-11-32東会館

４
月
　
日
昭

16

午前10時20分～11時羽中3-6-4中央館

午前11時10分～11時50分羽西1-20-6美原会館

午後1時10分～1時40分小作台5-19-4西部地域備蓄倉庫

午後2時～2時50分栄町1-14-14栄会館

午前9時30分～10時20分神明台4-4-9三矢会館

４
月
　
日
晶

17

午前10時30分～11時10分神明台1-17-4神明台会館

午前11時20分～11時50分川崎3-7-13川崎会館

午後1時10分～1時40分緑ヶ丘2-18-2緑ヶ丘第二会館

午後1時50分～3時緑ヶ丘5-2-1羽村市役所

　
犬
を
飼
っ
て
い
る
方
は
、
必
ず
市
に
犬
の
登
録
を
し
、
狂

犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
今
年
も
定
期
集

合
注
射
を
行
い
ま
す
。

平
成
　
年
度
か
ら
予
防
注
射
の
料
金
が
３
１
０
０
円

27

に
な
り
ま
し
た
。

登
録
済
み
の
場
合
　
３
６
５
０
円
（
予
防
注
射
３
１
０
０
円
、

注
射
済
票
５
５
０
円
）

※
３
月
に
市
が
送
付
し
た
「
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
申

請
書
」（
さ
く
ら
色
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

新
た
に
登
録
す
る
場
合
　
６
６
５
０
円
（
登
録
料
３
０
０
０

円
、
予
防
注
射
３
１
０
０
円
、
注
射
済
票
５
５
０
円
）

 注
意
事
項
 

燕
受
付
時
間
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
時
間
を
過
ぎ
る
と
、
次

の
会
場
へ
移
動
し
ま
す
。

燕
事
前
に
送
付
し
た
問
診
表
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

燕
犬
が
病
気
・
妊
娠
中
の
場
合
は
、
必
ず
注
射
前
に
獣
医
師

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

燕
生
後
３
か
月
未
満
の
犬
お
よ
び
２
週
間
以
内
に
人
を
か
ん

だ
犬
は
、
予
防
注
射
が
で
き
ま
せ
ん
。

燕
事
故
防
止
の
た
め
、
首
輪
を
し
っ
か
り
締
め
、
リ
ー
ド
は

短
め
に
し
、
犬
を
制
御
で
き
る
人
が
連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

燕
犬
の
体
は
清
潔
に
し
、
ふ
ん
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

 犬
の
登
録
と
注
射
 

燕
犬
を
取
得
し
た
日
、
ま
た
は
生
後
　
日
を
経
過
し
た
日
か

90

ら
　
日
以
内
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

30

燕
狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
必
ず
毎
年
４
～
６
月
に
接
種
（
生
ま

れ
て
か
ら
　
日
以
上
の
犬
を
所
有
し
た
最
初
の
年
は
　
日

91

30

以
内
に
接
種
）
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅

狂
犬
病
予
防
注

狂
犬
病
予
防
注
射射

を
忘
れ
ず
に

を
忘
れ
ず
に
！！

～
定
期
集
合
注
射

～
定
期
集
合
注
射
のの

お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
お
知
ら
せ
～～

問
合
問
合
せせ

環
境
保
全
課
環
境
保
全

　
環
境
保
全
課
環
境
保
全
係係
階階
　226226

広報はむら27.4.1戟
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 問合せは羽村市役所（緯555-1111）または各施設へ 

怯今回募集する墓地

墓墓地地使用使用料料
遺骨保持遺骨保持枠枠

申込区申込区分分
補欠補欠数数募集募集数数

540,000円2人3区画4.5釈
区画墓区画墓地地

720,000円2人4区画6.0釈

※生前枠の募集はありません。
※募集枠それぞれに2人の補欠枠を設けています。
※墓石のデザインは自由ですが、墓碑の高さ（2杓以内）などの制限があります。

怯申込資格（申込者が次のすべてに該当する場合に申込みができます）

申込者本人が平成25年4月1日以前から申込日現在まで継続して羽村市
に住民登録をし、居住していること。

居住要居住要件件

現に埋蔵すべき遺骨があり墓地がないため、一度も埋蔵（葬）・収蔵した
ことがないこと。

遺骨の状遺骨の状態態

申込者本人であるか、または、申込者あるいは申込遺骨との続柄が下欄
の「遺骨の続柄」に該当する方で、墓地の承継ができる方であること。

祭祀の主祭祀の主宰宰

次のいずれかに該当すること。
①配偶者（夫または妻）　②直系血族の祖父母・父母・子・孫
③養父母・養子

遺骨の続遺骨の続柄柄

平成25・26年度の各市税や介護保険料、後期高齢者医療保険料を滞納し
ていないこと。
使用許可証交付後、6か月以内に埋蔵施設を設置できること。

そのその他他

死亡者の親族の合意のもとに、葬儀の喪主または法事の施主を務めるなど、現在、申込
遺骨を守り、かつ、将来にわたって遺骨および墓所を守り、管理していく立場にある方

「祭祀の主宰者」と「祭祀の主宰者」とはは

噛
申
込
み
の
し
お
り
配
布
噛

 配
布
期
間
 　

　
４
月
１
日
我
～
　
日
画
午
前
８
時
　
分
～
午
後
５
時

17

30

 配
布
場
所
 　

　
市
役
所
２
階
生
活
環
境
課
（
土
・
日
曜
日
は
１
階
案
内
で

配
布
）

噛
申
込
み
・
決
定
方
法
な
ど
噛

 申
込
受
付
 　

　
４
月
１
日
我
～
　
日
画
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
の
午
前

17

８
時
　
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
に
、「
申
込
み
の
し
お
り
」
に

30

添
付
の
申
込
書
に
記
入
し
、
直
接
生
活
環
境
課
生
活
環
境
係
へ

※
電
話
・
郵
送
な
ど
で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
申
込
み
は
、
１
世
帯
に
つ
き
１
申
込
み
と
し
ま
す
。

 決
定
方
法
 　

　
４
月
　
日
峨
午
前
　
時
か
ら
、
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議

21

10

室
で
公
開
抽
選

 書
類
審
査
 　

　
当
選
者
は
、
書
類
審
査
を
行
う
た
め
関
係
書
類
の
提
出
が

必
要
で
す
。

 墓
地
の
使
用
許
可
 　

　
７
月
１
日

※
詳
し
く
は
、
募
集
案
内
「
申
込
み
の
し
お
り
」
ま
た
は
市

公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
問
合
せせ
　
生
活
環
境
課
生
活
環
境
係

生
活
環
境
課
生
活
環
境
係
　
　222222

  市
営
富
士
見
霊
園
墓
地
の
使
用
者
を
募
集
し
ま

市
営
富
士
見
霊
園
墓
地
の
使
用
者
を
募
集
し
ま
すす

内内


